
○我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱  

令和４年３月 29日  

告示第 76号  

注  令和５年 12月から改正経過を注記した。  

我孫子市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付要綱（平成 29年告示

第 76号）の全部を改正する。  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強

靭化を図るため、住宅用設備等を導入する者に対し、予算の範囲内におい

て交付する我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金（以下「補助金」

という。）に関し、我孫子市補助金等交付規則（平成元年規則第 23号）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（補助対象事業等）  

第２条  補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、次に掲げる事業を、当該事業ごとに別表第１に定める要件を満たす市

内に所在する住宅（店舗、事務所等との併用住宅を含む。以下同じ。）に

実施する事業並びに市内に所在する住宅であって、第２号、第３号及び第

７号に掲げる事業が実施され、当該事業ごとに別表第１に定める要件を満

たすもの（当該事業により設置された設備が未使用であるものに限る。）

を購入する事業とする。  

(1) 住宅用太陽光発電システムの設置  

(2) 家庭用燃料電池システム（エネファーム）の設置  

(3) 定置用リチウムイオン蓄電システムの設置  

(4) 窓の断熱改修の実施  

(5) 電気自動車の購入等  

(6) プラグインハイブリッド自動車の購入等  

(7) V２H充放電設備の設置  



(8) 集合住宅用充電設備の設置  

(9) 住民の合意形成のための資料の作成  

２  補助対象事業に係る前項各号に規定する設備等（以下「補助対象設備」

という。）の仕様及び要件は、別表第２のとおりとする。  

（令６告示 100・一部改正）  

（補助対象者）  

第３条  補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、補助金の交付を申請する日の属する年度（以下「交付申請年度」とい

う。）内に補助対象事業を実施し、かつ、次の各号のいずれにも該当する

者とする。  

(1) 補助対象者（前条第１項第４号（マンション等（既存の共同住宅又は

長屋をいう。以下同じ。）の管理組合が実施するものに限る。）、第８

号又は第９号に掲げる事業に係る補助金の交付を受けようとする者を除

く。次号において同じ。）が、第９条第１項の実績報告書を提出する日

（以下「実績報告の日」という。）までに本市の住民基本台帳に記録さ

れていること。  

(2) 補助対象者が、補助対象事業に係る住宅に設置した補助対象設備を自

らの生活の用に供するものであること。  

(3) 交付申請年度の前年度に課せられた市民税、固定資産税及び都市計画

税を滞納していないこと。  

(4) 補助対象設備の設置、購入、作成等に要する費用を負担し、当該補助

対象設備を所有すること。ただし、補助対象設備を所有権留保付きロー

ン（残価設定型の契約を含む。）で購入し、所有者が販売店、ファイナ

ンス会社等である場合においても、この号に該当するものとする。  

(5) 補助対象者（前条第１項第４号（マンション等の管理組合が実施する

ものに限る。）に掲げる事業に係る補助金の交付を受けようとする者に

限る。）が、同号に掲げる事業を実施するマンション等の管理組合であ



ること。  

(6) 補助対象者（前条第１項第８号に掲げる事業に係る補助金の交付を受

けようとする者に限る。）が、同号に規定する設備を設置するマンショ

ン等の管理組合又は所有者であって、当該設備の設置に関し、国の補助

事業に係る交付決定を受けていること。  

(7) 補助対象者（前条第１項第９号に掲げる事業に係る補助金の交付を受

けようとする者に限る。）が、同号に規定する合意形成に係るマンショ

ン等の管理組合であること。  

(8) 補助対象設備（前条第１項第５号、第６号及び第８号に規定する設備

等を除く。）を設置する住宅が、第三者が所有する住宅であって、補助

対象者が自ら居住するものである場合は、全ての所有者から補助対象事

業の実施について同意を得ていること。  

(9) 市の他の制度により、同一の種類の補助対象設備に係る補助金等の交

付を受けていないこと。  

２  前項の規定にかかわらず、補助対象設備をリースする場合における補助

対象者は、交付申請年度内にリースにより補助対象事業を実施し、かつ、

次に掲げる要件のいずれにも該当する場合における補助対象設備の賃貸人

とする。  

(1) 締結するリース契約が、次のいずれかに該当すること。  

ア  リース期間が、補助対象設備ごとに第 15条第２項各号に規定する財

産処分制限期間以上であること。  

イ  リース期間が終了した補助対象設備を賃借人が購入する契約である

こと。  

(2) 補助対象設備（前条第１項第８号に規定する設備を除く。次号におい

て同じ。）の賃借人が、実績報告の日までに本市の住民基本台帳に記録

されていること。  

(3) 補助対象設備の賃借人が、補助対象事業に係る住宅に設置した補助対



象設備を自らの生活の用に供するものであること。  

(4) 補助対象者及び補助対象設備の賃借人が、交付申請年度の前年度に課

せられた市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。  

(5) 補助対象設備（前条第１項第８号に規定する設備に限る。）の賃借人

が、当該設備を設置する住宅の管理組合又は所有者であって、当該設備

の設置に関し、国の補助事業に係る交付決定を受けていること。  

(6) 補助対象設備（前条第１項第５号、第６号及び第８号に規定する設備

等を除く。）を設置する住宅が、第三者が所有する住宅であって、当該

設備の賃借人が自ら居住するものである場合は、住宅の全ての所有者か

ら補助対象事業の実施について同意を得ていること。  

(7) 補助対象設備の賃借人が、市の他の制度により、同一の種類の補助対

象設備に係る補助金等の交付を受けていないこと。  

３  前２項の規定にかかわらず、暴力団員等（我孫子市暴力団排除条例（平

成 24年条例第７号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。）は、補

助金の交付の対象としない。  

（令６告示 100・一部改正）  

（補助対象経費及び補助金の額）  

第４条  補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

及び補助金の額は、別表第２のとおりとする。ただし、補助金の額が補助

対象経費の総額を上回るときは、当該補助対象経費の総額を限度とする。  

２  前項の補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税に相当

する額を控除するものとし、補助対象設備（第２条第１項第８号に規定す

る設備を除く。）について国その他の団体から補助金等の交付を受けた場

合は、当該補助金等の額についても控除するものとする。  

（令６告示 100・一部改正）  

（交付の申請等）  

第５条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、



我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書（様式第１号）

に次に掲げる書類を添付の上、市長に申請しなければならない。ただし、

第２条第１項第５号又は第６号に掲げる事業について補助金の交付を申請

する場合にあっては第３号及び第４号に、同項第９号に掲げる事業につい

て補助金の交付を申請する場合にあっては第３号から第５号までに掲げる

書類の添付は要しないものとし、第６号に掲げる書類にあっては同項第８

号に掲げる事業について補助金の交付を申請する場合に、第７号に掲げる

書類にあっては同項第４号（マンション等の管理組合が実施するものに限

る。）、第８号及び第９号に掲げる事業について補助金の交付を申請する

場合に、第９号に掲げる書類にあっては補助対象設備をリースする場合に、

第 10号に掲げる書類にあっては申請者が法人である場合に限り、添付を要

するものとする。  

(1) 事業計画書（様式第２号）  

(2) 経費の内訳及び着手日が明記されている契約書、注文書等（補助対象

設備をリースする場合にあっては、賃貸人の補助対象設備の購入費及び

工事費を確認することができる書類並びにリース契約書）の写し  

(3) 工事着手前の現況写真  

(4) 補助対象設備の設置予定図面（窓の断熱改修にあっては、平面図及び

立面図）  

(5) 仕様書、カタログその他補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の

写し  

(6) 補助対象設備に係る国の補助事業に関し一般社団法人次世代自動車振

興センターへ提出した交付申請書類一式及び当該交付申請に対する交付

決定書類の写し  

(7) 次のアからウまでに掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ当該アから

ウまでに掲げる書類  

ア  法人でない管理組合  次に掲げる書類  



(ア ) 管理組合の現在の管理者が選任されたことを証する書類及び当

該管理者の本人確認書類の写し  

(イ ) 建築確認通知書、確認済証その他の補助金の交付の申請に係る住

宅がマンション等であることを証する書類の写し  

イ  法人である管理組合  ア（イ）に掲げる書類  

ウ  ア及びイに掲げる者以外の者  ア（イ）に掲げる書類及び申請者の

本人確認書類の写し  

(8) 申請者（補助対象設備をリースする場合にあっては申請者及び賃借人）

に係る交付申請年度の前年度の市民税、固定資産税及び都市計画税に係

る納税証明書又は非課税証明書の写し  

(9) 貸与料金の算定根拠明細書（様式第２号の２）  

(10) 登記事項証明書（現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書に限

る。）の写し  

(11) その他市長が必要と認める書類  

２  前項本文の規定にかかわらず、同項第８号に掲げる書類は、個人情報確

認同意書（様式第３号）により、申請者の同意を得て市が保有する公簿等

により確認することができるときは、添付を省略することができる。  

３  第１項の規定による申請は、補助金の交付を申請する日の属する年度の

２月 15日以前の日であって、補助対象事業の性質を参酌して、補助対象事

業ごとに市長が別に定める日までに行わなければならない。ただし、災害

その他特別な理由により市長が認めるときは、この限りでない。  

４  補助金の交付は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に掲げる回数とする。この場合において、我孫子市住宅用省エ

ネルギー設備等設置費補助金交付要綱の全部を改正する告示（令和４年告

示第 76号）による改正前の我孫子市住宅用省エネルギー設備等設置費補助

金交付要綱（平成 29年告示第 76号）の規定により我孫子市住宅用省エネル

ギー設備等設置費補助金の交付を受けたことは、この要綱の規定により補



助金の交付を受けたものとみなすものとする。  

(1) 第２条第１項第１号から第３号まで及び第７号に掲げる事業  補助対

象事業の種類ごとに、一の住宅につき１回（集合住宅の専有部分におい

て利用する補助対象設備の設置にあっては１戸につき１回）。ただし、

過去に補助金の交付を受けた者と異なる世帯を構成する者が、過去に補

助金の交付を受けた補助対象事業と同一の種類の補助対象事業を同一の

住宅において実施する場合は、過去に補助金の交付を受けたことは、こ

の号の回数には含まないものとする。  

(2) 第２条第１項第４号に掲げる事業  マンション等の管理組合が実施す

るものにあっては１棟につき１回、それ以外のものにあっては１戸につ

き１回。ただし、マンション等の管理組合及びそれ以外の者が同一の住

宅に対し事業を実施する場合にあっては、マンション等の管理組合及び

それ以外の者それぞれにつき１回とし、過去に補助金の交付を受けた者

と異なる世帯を構成する者が、過去に補助金の交付の対象となった住宅

において事業を実施する場合は、過去に補助金の交付を受けたことは、

この号の回数には含まないものとする。  

(3) 第２条第１項第５号及び第６号に掲げる事業  補助対象事業を実施す

る住宅において、補助対象事業の種類ごとに、申請者１人につき１回  

(4) 第２条第１項第８号及び第９号に掲げる事業  補助対象事業の種類ご

とに、工事１件につき１回  

（令６告示 100・一部改正）  

（交付の決定）  

第６条  市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、速やかにそ

の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、我孫子市住宅用設備等脱

炭素化促進事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）により、

申請者に通知するものとする。  

（交付の条件）  



第６条の２  補助対象設備をリースする場合において、前条の規定により補

助金の交付の決定を受けた者は、交付される補助金を補助対象設備の賃借

人に対して請求する賃貸借料金の月額を減じるために使用しなければなら

ない。  

（変更の申請）  

第７条  補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

第５条第１項の申請書及び添付書類の内容に変更が生じたとき（市長が認

める軽微な変更を除く。）は、速やかに我孫子市住宅用設備等脱炭素化促

進事業補助金変更申請書（様式第５号）に変更内容が分かる書類を添付の

上、市長に申請し、その承認を受けなければならない。  

２  市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審

査し、承認の可否を決定し、我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助

金変更承認（不承認）通知書（様式第６号）により、当該申請をした者に

通知するものとする。  

（申請の取下げ）  

第８条  交付決定者は、補助対象事業を中止したときは、速やかに我孫子市

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請取下届（様式第７号）によ

り、市長に届け出なければならない。  

２  市長は、前項の規定による届出があったときは、交付の決定を取り消す

ものとする。  

（実績報告）  

第９条  交付決定者は、補助対象事業が完了した日から 30日以内又は交付の

決定を受けた日の属する年度の３月 10日（同日が閉庁日の場合は、その直

前の開庁日）のいずれか早い日までに、我孫子市住宅用設備等脱炭素化促

進事業補助金実績報告書（様式第８号。以下「実績報告書」という。）に

次に掲げる書類を添付の上、市長に報告しなければならない。ただし、第

２条第１項第５号又は第６号に掲げる事業に係る補助金の実績について報



告する場合にあっては第４号に、同項第４号（マンション等の管理組合が

実施するものに限る。）若しくは第８号に掲げる事業に係る補助金の実績

について報告する場合又は個人情報確認同意書を申請時（第５条第１項の

申請書を提出する日をいう。）に提出した場合にあっては第５号に、同項

第９号に掲げる事業に係る補助金の実績について報告する場合にあっては

第３号から第５号までに、補助対象設備をリースする場合にあっては第２

号に掲げる書類の添付は要しないものとする。  

(1) 事業結果報告書（様式第９号）  

(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し  

(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真（補助対象設備が第２条第

１項第５号又は第６号に規定する設備である場合は、保管場所において

撮影した写真）  

(4) 保証書、出荷証明書その他補助対象設備が未使用品であることが確認

できる書類（第２条第１項第４号に掲げる事業に係る補助金の実績につ

いて報告する場合にあっては、窓の性能を証する書類をもって代えるこ

とができる。）の写し  

(5) 補助対象者（補助対象設備をリースする場合にあっては、賃借人）の

住民票の写し（実績報告書の提出日前３月以内に発行されたものに限

る。）  

(6) その他市長が必要と認める書類  

２  交付決定者は、前項の規定による報告をする場合には、同項に掲げる書

類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に該当するときは、それぞれ当該

各号に掲げる書類を実績報告書に添付しなければならない。  

(1) 補助対象設備に住宅用太陽光発電システムが含まれる場合  エネルギ

ー管理システム（住宅全体の電力使用量等を自動で実測し、エネルギー

の「見える化」を図るとともに、機器の電力使用量等を調整する制御機

能を有し、機器の制御に係る装置（コントローラー等）が一般社団法人



エコーネットコンソーシアムの定める「ECHONET Lite」規格の認証を

取得しているものに限る。以下「HEMS」という。）又は定置用リチウム

イオン蓄電システムに係る保証書、出荷証明書その他のHEMS又は定置用

リチウムイオン蓄電システムが設置されていることを証する書類の写し  

(2) 補助対象設備に定置用リチウムイオン蓄電システムが含まれる場合  

住宅用太陽光発電システムが設置されていることを証する書類  

(3) 補助対象事業が第２条第１項第５号又は第６号に掲げる事業の場合  

次に掲げる書類  

ア  電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車（以下「電気自動車

等」という。）を購入し、又は賃借する者が居住する住宅に住宅用太陽

光発電システムが設置され、発電した電気を電気自動車等に給電できる

ことを証する書類  

イ  道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）第 58条第２項に規定する自

動車検査証記録事項が記載された書面（以下「自動車検査証記録事項証

明書」という。）の写し  

ウ  住宅用太陽光発電システム及びV２H充放電設備の併設に係る補助金

の交付を受けようとする場合は、V２H充放電設備が設置されているこ

とを証する書類  

(4) 補助対象事業が第２条第１項第７号に掲げる事業の場合  補助対象設

備を設置する住宅に住宅用太陽光発電システムが設置され、かつ、電気

自動車等が導入されていることを証する書類  

(5) 補助対象設備が第２条第１項第８号に掲げる事業の場合  次に掲げる

書類  

ア  補助対象設備に係る国の補助事業に関し、一般社団法人次世代自動

車振興センターへ提出した実績報告書類一式の写し  

イ  アに規定する実績報告について、変更の申請をしている場合は、当

該実績報告に係る申請の額の確定書類の写し  



ウ  補助対象設備を設置するマンション等に居住する者（以下「居住者」

という。）以外の者も利用することができる設備として補助金の交付を

受けようとする場合にあっては、当該設備を居住者以外の者も利用する

ことができることが記載された案内板及び当該案内板の周囲の景観を

確認することができる写真であって、マンション等の敷地の外から撮影

したもの  

(6) 補助対象設備が第２条第１項第９号に掲げる事業の場合  作成した資

料の写し及び管理組合の総会で集合住宅用充電設備の設置について議論

が行われたことが確認できる議事録等の書類の写し  

（令６告示 100・一部改正）  

（補助金の額の確定）  

第 10条  市長は、実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審

査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めるときは補助金の額を確

定し、我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金確定通知書（様式第

10号。次条において「確定通知」という。）により、当該実績報告書を提

出した者に通知するものとする。  

（補助金の請求）  

第 11条  確定通知を受けた者は、我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補

助金交付請求書（様式第 11号）により、速やかに市長に補助金の支払を請

求するものとする。  

（補助金の支払）  

第 12条  市長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに支払を行う

ものとする。  

（交付の決定の取消し等）  

第 13条  市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(1) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。  



(2) 第９条第１項に規定する期限までに実績報告を行わなかったとき。  

(3) その他この要綱に違反したとき。  

２  市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、我孫子市住

宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付決定取消通知書（様式第 12号）に

より、その者に通知するものとする。  

（補助金の返還）  

第 14条  市長は、前条第１項の規定により交付の決定を取り消した場合にお

いて、既に補助金を交付しているときは、その者に対し、期限を定めてそ

の全部又は一部の返還を命ずるものとする。  

（処分の制限）  

第 15条  交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増した財産

については、市長が指定する期間（次項において「財産処分制限期間」と

いう。）は、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、災

害その他特別な理由により市長が認めたときは、この限りでない。  

２  前項で定める財産処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和 40年大蔵省令第 15号）に定める耐用年数を勘案し、次の各号に

掲げる補助対象設備に応じ、当該各号に掲げる年数とする。  

(1) 住宅用太陽光発電システム  17年  

(2) 家庭用燃料電池システム（エネファーム）及び定置用リチウムイオン

蓄電システム  ６年  

(3) 窓の断熱改修  10年  

(4) 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車  ４年  

(5) V２H充放電設備及び集合住宅用充電設備  ５年  

（令６告示 100・一部改正）  

（協力の求め）  

第 16条  市長は、交付決定者に対し、必要に応じ交付の決定に係る補助対象



設備の設置効果等のデータの提供その他の協力を求めることができる。  

２  交付決定者は、前項の規定による協力の求めがあったときは、これに協

力するものとする。  

（補則）  

第 17条  この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。  

附  則  

この告示は、令和４年４月１日から施行する。  

附  則（令和５年３月 31日告示第 80号）  

この告示は、令和５年４月１日から施行する。  

附  則（令和５年 12月21日告示第 283号）抄  

（施行期日）  

１  この告示は、令和６年１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示の施行の際、この告示による改正前の次の各号に掲げる告示の

規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な調整

をした上、なお当分の間、使用することができる。  

(1)から (47)まで  略  

(48) 我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱  

附  則（令和６年３月 29日告示第 100号）  

この告示は、令和６年４月１日から施行する。  

別表第１（第２条関係）  

（令６告示 100・一部改正）  

補助対象事業  住宅の要件  

住宅用太陽光発電システム

の設置  

1 住宅用太陽光発電システムの工事に着手す

る日の前日までに住宅の建築工事が完了して

いること。  



2 実績報告の日において補助対象者が居住す

る住宅であること。  

3 実績報告の日までにHEMS又は定置用リチ

ウムイオン蓄電システムのいずれかの設備を

設置すること。  

家庭用燃料電池システム（エ

ネファーム）の設置  

実績報告の日において補助対象者が居住する住

宅であること。  

定置用リチウムイオン蓄電

システムの設置  

1 実績報告の日までに住宅用太陽光発電シス

テムが設置されていること。この場合におい

て、接続する住宅用太陽光発電システムは、

新設のものであるか又は既に設置されていた

ものであるかは問わないものとする。  

2 実績報告の日において補助対象者が居住す

る住宅であること。  

窓の断熱改修の実施  1 窓の断熱改修の工事に着手する日の前日ま

でに住宅の建築工事が完了していること。  

2 補助対象者がマンション等の管理組合以外

の者である場合にあっては、実績報告の日に

おいて補助対象者が居住する住宅であるこ

と。  

電気自動車の購入等及びプ

ラグインハイブリッド自動

車の購入等  

1 実績報告の日までに住宅用太陽光発電シス

テムが設置され、発電した電気を電気自動車

等に給電できること。この場合において、接

続する住宅用太陽光発電システムは、新設の

ものであるか又は既に設置されていたもので

あるかは問わないものとする。  

2 実績報告の日において補助対象者が居住す



る住宅であること。  

3 住宅用太陽光発電システム及びV2H充放電

設備の併設に係る補助金の交付を申請する場

合は、実績報告の日までにV2H充放電設備を

設置していること。この場合において、V2H

充放電設備は、新設のものであるか又は既に

設置されていたものであるかは問わないもの

とする。  

V2H充放電設備の設置  1 実績報告の日までに住宅用太陽光発電シス

テムが設置され、かつ、電気自動車等が導入

されていること。この場合において、接続す

る住宅用太陽光発電システムにあっては新設

のものであるか又は既に設置されていたもの

であるかを、電気自動車等にあっては新規導

入であるか又は既に導入されていたものであ

るかを問わないものとする。  

2 実績報告の日において補助対象者が居住す

る住宅であること。  

集合住宅用充電設備の設置  マンション等であること。  

住民の合意形成のための資

料の作成  

管理組合が管理するマンション等であること。  

別表第２（第２条、第４条関係）  

（令６告示 100・一部改正）  

補助対

象設備  

仕様及び要件  補助対象経費  補助金の額  

住宅用

太陽光

太陽電池を利用して電気を

発生させるための定置型の

太陽電池モジ

ュール、架台、

(1) 2万円に発電システ

ムを構成する太陽電池



発電シ

ステム  

設備で、設置された住宅にお

いて電気が消費され、連系さ

れた低圧配電線に余剰の電

気が逆流されるものであっ

て、次の要件を満たすものと

する。  

(1) 太陽電池の出力状況等

により、起動、停止等に関

して全自動運転を行うもの

であること。  

(2) 発電システムを構成す

る太陽電池モジュールの公

称最大出力（日本産業規格

を基準とするが、 IEC等の

国際規格も可とする。以下

「太陽電池の最大出力」と

いう。）の合計値が 10キロ

ワット未満であること。た

だし、既存設備の出力を増

加する目的で設備を設置す

る場合は、既存設備分を含

めた増設後の設備が上記の

要件を満たすこと。  

(3) 太陽電池モジュールの

性能及び安全性が次のいず

れかを満たしていること。  

ア  国際電気標準会議の規

パワーコンデ

ィショナー

（インバー

タ・保護装置）

及び附属機器

（計測・表示

装置、接続箱、

直流側開閉

器、交流側開

閉器等）の購

入費、工事費

（据付け・配

線工事等）  

の最大出力値（単位はキ

ロワットとし、小数点以

下第 3位を四捨五入す

る。）を乗じて得た額と

する。ただし、 9万円を

限度とする。  

(2) 申請者と直接契約を

締結した者が、市内に本

社又は本店を有する法

人又は個人事業主であ

る場合は、補助金の額を

1万円上乗せする。  



格又は日本産業規格に適

合していること。  

イ  一般財団法人電気安全

環境研究所の認証を受け

ていること。  

ウ  一般社団法人太陽光発

電協会の JPEA代行申請

センターにおいて設備認

定に係る型式登録がされ

ていること。  

(4) 未使用品であること。  

家庭用

燃料電

池シス

テム

（エネ

ファー

ム）  

燃料電池ユニット及び貯湯

ユニット等から構成され、都

市ガス、LPガス等から燃料と

なる水素を取り出して空気

中の酸素と反応させて発電

し、発電時の排熱を給湯等に

利用できるものであって、次

の要件を満たすものとする。  

(1) 停電時自立運転機能を

有する設備であって、一般

社団法人燃料電池普及促進

協会の機器登録を受けてい

るものであること。  

(2) 未使用品であること。  

設備本体（燃

料電池ユニッ

ト、貯湯ユニ

ット等）及び

附属機器（給

湯器、リモコ

ン等）の購入

費、工事費（据

付け・配線・

配管工事等）  

補助対象経費の額（その額

に 1,000円未満の端数があ

るときは、これを切り捨て

た額）。ただし、 10万円

を限度とする。  

定置用

リチウ

リチウムイオン蓄電池部（リ

チウムイオンの酸化及び還

設備本体（蓄

電池部、電力

補助対象経費の額（その額

に 1,000円未満の端数があ



ムイオ

ン蓄電

システ

ム  

元で電気的にエネルギーを

供給する蓄電池をいう。）及

びインバータ等の電力変換

装置を備え、再生可能エネル

ギーにより発電した電力、夜

間電力等を繰り返し蓄え、停

電時や電力需要ピーク時等

必要に応じて電気を活用す

ることができるものであっ

て、次の要件を満たすものと

する。  

(1) 国が令和 4年度以降に実

施する補助事業における補

助対象機器として、一般社

団法人環境共創イニシアチ

ブにより登録されているも

のであること。  

(2) 未使用品であること。  

(3) 千葉県が実施する補助

の対象となっていないこ

と。  

変換装置、蓄

電システム制

御装置等）及

び附属機器

（計測・表示

装置、キュー

ビクル等）の

購入費、工事

費（据付け・

配線工事等）  

るときは、これを切り捨て

た額）。ただし、 7万円を

限度とする。  

窓の断

熱改修  

次の要件を満たすものとす

る。  

(1) 国が令和 4年度以降に実

施する補助事業の補助対象

機器として、一般社団法人

環境共創イニシアチブ又は

設備本体（ガ

ラス及び窓）

の購入費及び

高断熱窓の設

置と不可分の

工事費（窓・

補助対象経費に 4分の 1を

乗じて得た額（その額に

1,000円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた

額）とする。ただし、窓の

断熱改修を実施した住宅



公益財団法人北海道環境財

団により登録されているも

のであること。  

(2) 壁、ドア、障子、ふすま

等で仕切られている空間単

位で外気に接する全ての窓

（市長が別に定めるものを

除く。）を断熱化すること。 

ガラスの取付

費、内窓取付

時に必要な額

縁・ふかし枠、

カバー工法に

よるサッシ、

外部・内部シ

ーリング等の

費用、仮設足

場費、既存設

備の解体撤去

費等）。ただ

し、網戸、雨

戸等の窓附属

部材費並びに

ガラスが付随

するドアのド

ア本体及びそ

の交換に要す

る費用（ガラ

ス部分の交換

が可能な場合

の当該交換に

係る費用を含

む。）は補助

対象経費に含

まないものと

の戸数に 8万円を乗じて得

た額を限度とする。  



する。  

電気自

動車  

電池によって駆動される電

動機のみを原動機とし、内燃

機関を併用しない自動車（道

路運送車両法第 60条第 1項の

規定により保安基準に適合

すると認められた同法第 2条

第 2項に規定する自動車をい

う。以下同じ。）で、自動車

検査証記録事項証明書に当

該自動車の燃料の種類が「電

気」と記載されているものの

うち、次の要件を満たすもの

とする。ただし、自動車検査

証記録事項証明書の用途が

「乗用」、自家用・事業用の

別が「自家用」と記載されて

いる四輪のものに限るもの

とする。  

(1) 申請者が補助金の交付

を受けるに当たり、新車と

して新たに購入したもの

（中古の輸入車の初度登録

車を除く。）であること。  

(2) 自動車検査証記録事項

証明書の使用の本拠の位置

が、使用者の住所と一致す

電気自動車本

体の購入費  

補助対象経費の額（その額

に 1,000円未満の端数があ

るときは、これを切り捨て

た額）。ただし、住宅用太

陽光発電システム及び

V2H充放電設備を併設す

る場合は 15万円、住宅用

太陽光発電システムを併

設する場合は 10万円を限

度とする。  



ること。  

(3) 自動車検査証記録事項

証明書の登録年月日又は交

付年月日が、補助金の交付

を受ける年度内の日付であ

ること。  

(4) 国が令和 4年度以降に実

施する補助事業において、

一般社団法人次世代自動車

振興センターにより補助対

象とされている電気自動車

であること。  

プラグ

インハ

イブリ

ッド自

動車  

電池によって駆動される電

動機及び内燃機関を原動機

とし、かつ、外部からの充電

が可能な自動車で、自動車検

査証記録事項証明書に当該

自動車の燃料の種類が「ガソ

リン・電気」又は「軽油・電

気」と記載されているものの

うち、次の要件を満たすもの

とする。ただし、自動車検査

証記録事項証明書の用途が

「乗用」、自家用・事業用の

別が「自家用」と記載されて

いる四輪のものに限るもの

とする。  

プラグインハ

イブリッド自

動車本体の購

入費  

電気自動車の項補助金の

額の欄に掲げる額  



(1) 電気自動車の項仕様及

び要件の欄 (1)から (3)まで

に掲げる要件  

(2) 国が令和 4年度以降に実

施する補助事業において、

一般社団法人次世代自動車

振興センターにより補助対

象とされているプラグイン

ハイブリッド自動車である

こと。  

V2H充

放電設

備  

電気自動車等と住宅の間で

相互に電気を供給できる設

備であって、国が令和 4年度

以降に実施する補助事業に

おいて、一般社団法人次世代

自動車振興センターにより

補助対象とされているもの

であること。  

V2H充放電設

備本体の購入

費  

補助対象経費に 10分の 1

を乗じて得た額（その額に

1,000円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた

額）とする。ただし、 25

万円を限度とする。  

集合住

宅用充

電設備  

マンション等に属する駐車

場に、居住者が電気自動車等

に充電するために設置する

次に掲げる未使用の設備で

あって、国が令和 4年度以降

に実施する補助事業におい

て、一般社団法人次世代自動

車振興センターにより補助

対象とされているものであ

急速充電設

備、普通充電

設備、蓄電池

付急速充電設

備、充電用コ

ンセント及び

充電用コンセ

ントスタンド

本体の購入費  

設備に係る国の補助金額

に 3分の 1を乗じて得た額

とし、充電設備の充電口の

数に 50万円を乗じて得た

額を限度とする。ただし、

居住者以外も設備を利用

することができる場合（当

該設備を居住者以外の者

も利用することができる



ること。  

(1) 急速充電設備  電源か

ら充電用の直流電力を作り

出す電源装置及び電気自動

車等に搭載された電池への

充電を制御する機能を有す

る 1基当たりの定格出力が

10キロワット以上のもの

で、充電コネクター、ケー

ブルその他の装備一式を備

えたものをいう。  

(2) 普通充電設備  漏電遮

断機能及びコントロールパ

イロット機能を有する 1基

当たりの定格出力が 10キロ

ワット未満のもので、充電

コネクター、ケーブルその

他の装備一式を備えたもの

をいう。  

(3) 蓄電池付急速充電設備  

主として電気自動車等の充

電のために蓄電する電池を

備えた 1基当たりの定格出

力が 50キロワット以上の急

速充電設備であって、充電

コネクター、ケーブルその

他の装備一式を備えたもの

ことが記載された案内板

を、マンション等の敷地の

外から確認することがで

きる場合に限る。）にあっ

ては、設備に係る国の補助

金額に 3分の 2を乗じて得

た額とし、充電設備の充電

口の数に 100万円を乗じ

て得た額を限度とする。  



をいう。  

(4) 充電用コンセント  電

気自動車等に附属する充電

ケーブルを接続する 200ボ

ルト対応の電気自動車等専

用のプラグの差込口をい

う。  

(5) 充電用コンセントスタ

ンド  (4)を装備する盤状

又は筒状のきょう体をい

う。  

住民の

合意形

成のた

めの資

料  

マンション等の管理組合が、

集合住宅用充電設備の設置

について住民の合意を形成

するために作成する資料（当

該設備の設置場所見取図、平

面図、電気系統図、配線ルー

ト図、住民の費用負担のシミ

ュレーション等であって、当

該資料を使用することによ

り、管理組合の総会で当該設

備の設置についての議論が

行われるものであること。）  

設備の設置場

所見取図、平

面図、電気系

統図、配線ル

ート図、住民

の費用負担の

シミュレーシ

ョン等の作成

を事業者に委

託するのに要

する費用  

補助対象経費の額。ただ

し、15万円を限度とする。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係）  

（令６告示 100・一部改正）  

様式第２号（第５条関係）  

（令６告示 100・一部改正）  

様式第２号の２（第５条関係）  

様式第３号（第５条関係）  

様式第４号（第６条関係）  

（令６告示 100・一部改正）  

様式第５号（第７条関係）  

（令６告示 100・一部改正）  

様式第６号（第７条関係）  

（令６告示 100・一部改正）  

様式第７号（第８条関係）  

（令６告示 100・一部改正）  

様式第８号（第９条関係）  

様式第９号（第９条関係）  

（令６告示 100・一部改正）  

様式第 10号（第 10条関係）  

（令６告示 100・一部改正）  

様式第 11号（第 11条関係）  

（令５告示 283・一部改正）  

様式第 12号（第 13条関係）  

 


